
決算書掲載頁　P297・P299・P301・P303

疾病や負傷の治療を目的とした医療サービスを給付する。
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直営 昭和47年度以前 国民健康保険法第36条第１項

一般被保険者

適正に保険給付費の支払を執行する。
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疾病や負傷の治療を目的とした医療サービスを給付する。
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直営 昭和47年度以前 国民健康保険法第36条第１項

退職被保険者等

適正に保険給付費の支払いを執行する。
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細事業：一般被保険者療養給付費                                

１．一般被保険者療養給付費 

一般被保険者が保険医療機関で受診などした場合の療養の給付として、「未就学児」については総医療費の８割、

「若人（就学から 70歳未満の者）」及び「70歳以上現役並み所得者」については総医療費の７割、「70歳以上一般

（現役並み所得者以外）」については総医療費の８割を給付した。また、入院時食事療養費についても、食事療養費

の総額から自己負担額である標準負担額を除いたものを給付した。 

                                           （単位：件、円） 

  件数 費用額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

未就学児 療養の給付等 14,358 149,511,024 119,499,570 8,991,275 21,020,179 

 うち食事療養 83 557,454 336,714 62,400 158,340 

若人 療養の給付等 286,708 5,956,243,514 4,166,625,568 1,574,719,390 214,898,556 

 うち食事療養 3,790 107,916,294 72,796,504 33,992,670 1,127,120 

70 歳以上現役並み 療養の給付等 14,406 306,381,466 214,210,462 88,055,403 4,115,601 

所得者 うち食事療養 172 3,222,316 1,999,016 1,206,400 16,900 

70 歳以上一般 療養の給付等 151,851 3,446,762,360 2,749,504,104 487,265,831 209,992,425 

 うち食事療養 2,175 56,817,570 37,546,840 17,668,450 1,602,280 

合計 療養の給付等 467,323 9,858,898,364 7,249,839,704 2,159,031,899 450,026,761 

  うち食事療養 6,220 168,513,634 112,679,074 52,929,920 2,904,640 

 

 

細事業：退職被保険者等療養給付費                             

１．退職被保険者等療養給付費 

退職被保険者等が保険医療機関で受診などした場合の療養の給付として、「未就学児」については総医療費の８割、

「若人（就学から 65歳未満の者）」については総医療費の７割を給付した。また、入院時食事療養費についても、

食事療養費の総額から自己負担額である標準負担額を除いたものを給付した。 

 

（単位：件、円） 

  件数 費用額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

未就学児 療養の給付等 18 134,470 107,576 9,222 17,672 

 うち食事療養 0 0 0 0 0 

若人 療養の給付等 41,239 891,507,396 623,676,376 248,358,693 19,472,327 

 うち食事療養 521 12,080,136 8,077,296 3,915,480 87,360 

合計 療養の給付等 41,257 891,641,866 623,783,952 248,367,915 19,489,999 

  うち食事療養 521 12,080,136 8,077,296 3,915,480 87,360 

 

 

 


